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佐
賀
県
告
示
第
三
百
五
十
三
号 

 

佐
賀
県
訓
練
手
当
支
給
要
綱
（
昭
和
四
十
一
年
佐
賀
県
告
示
第
二
百
七
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
賀
県
知
事 

 

古 
 

川 
 
 
 
 

康 
 
 
 

 

第
三
条
第
三
項
中
「
第
五
号
」
を
「
第
四
号
」
に
改
め
、
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第

三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
中 

               

 

様
式
第
一
号
の
三
中 

 

 

 
円
 

有
 
・
 
無
 

 
①
 

雇
用
保
険
基

本
手
当
又
は

傷
病
手
当
 

 

円
 

有
 
・
 
無
 

 
②
 

雇
用
保
険
日

雇
労
働
求
職

者
給
付
金
 

 

円
 

有
 
・
 
無
 

 
③
 

船
員
失
業
保

険
金
又
は
疾

病
給
付
金
 

 

円
 

有
 
・
 
無
 

 
④
 

国
家
公
務
員

失
業
者
退
職

手
当
 

 

円
 

有
 
・
 
無
 

⑤
 

①
～
④
に
相
当
す

る
地
方
公
共
団
体

が
支
給
す
る
給
付
 

 

 
円
 

有
 
・
 
無
 

 
①
 

雇
用
保
険
基
本
手

当
又
は
傷
病
手
当
 

 

円
 

有
 
・
 
無
 

 
②
 

雇
用
保
険
日
雇

労
働
求
職
者
給

付
金
 

 

円
 

有
 
・
 
無
 

 
③
 

国
家
公
務
員
失

業
者
退
職
手
当
 

 

円
 

有
 
・
 
無
 

 
④
 

①
～
③
に
相
当
す
る

地
方
公
共
団
体
が
支

給
す
る
給
付
 

「 

」 を 

「 

」 に
改
め
る
。
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改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
雇
用
保
険
求
職

者
手
当
 

 
船
員
失
業
給
付
金
 
 
国
家
公
務
員
等
失
業
者

退
職
手
当
 

 
生
活
保
護
 

 
雇
用
保
険
求
職
者
手
当
 

 
国
家
公
務
員
等
失
業
者
退
職
手
当
 
 

生
活
保
護
 

「 

」 

を に 

「 

」 


